
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月１５日 

【交渉再開までの経過】 

◆６月１５日交渉、組合から小山駅の社友会が勤務時間中に活動していることの指摘に対し、タブレ

ットは使用したが勤務時間中には活動していないと回答する。組合から２月８日に勤務時間中に

活動していると再度指摘し、再調査の為、交渉が中断する。 

◆６月１６日交渉、再調査の結果、勤務時間中に活動していたと回答を修正する。２月８日の駅報が

タブレットから削除されていたので、隠ぺい行為を指摘し、再度交渉は中断となる。 

 

 

 

 

 

７月３０日、会社の杜撰な調査のため、中断していた交渉が再開する。 

【７月３０日交渉再開 内容は要旨】 

会社）駅報の削除を誰が行ったか調べたが分からなかった。そもそも勤務は調べれば分かるので隠

ぺいしていない。 

組合）駅報が削除されていることだけを問題にしているのではない。当初、会社は小山駅で社友会

は勤務時間中に活動していないと回答していた。組合の指摘で再調査し、修正回答してい

る。隠ぺい以外の何ものでもない！ 

【設備部が行った会議が社友会の会議であることを指摘する！】 

組合）設備部の会議で現場から出された資料に社友会の取り組みが出ており、現場では「社友会の

会議に行く」と言われている。支社ぐるみで勤務時間中に活動してるのでないか！ 

会社）資料は確認できたが、書いた社員は「何でも書いて良い」と思い書いてしまった。会社が集め

た会議で社友会の内容が書かれた文書を配布していることに注意・指導してきた。 


